
県税のあらまし
個人県民税

この税は、県が行う行政サービスに必要な経費を広く県民の皆さんに負担してもらうことを目

的とした税金で、前年中に一定の所得のあった県民の方に課税されます。

個人県民税と個人市町村民税をあわせて一般に個人住民税といい、課税と徴収は各市町村

で行います。

■納める人
毎年１月１日現在で

○県内に住所のある人････････････････････････････････････均等割と所得割

○県内に事務所、事業所又は別荘などの家屋敷を持って

いる人で、その所在する市町村に住所のない人････････････均等割

・均等割：所得の多少に関わらず同じ額を納めます。

・所得割：前年中の所得の額に応じて納めます。

■納める額
区 分 税 額

均 等 割 ２，０００円（注１・注２・注３）

所 得 割 課税所得の４％

※市町村民税の税率は課税所得の６％で、個人住民税合計で課税所得の10％となります。

（注１）平成１８年度から宮崎県森林環境税として５００円が加算されています。

（注２）平成２６年度から令和５年度までの間、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体

が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法

律」に基づき、５００円が加算されます。この加算による税収は、県が実施する防災・減災

事業に充てられます。

（注３）令和６年から国の森林環境税として、１，０００円が加算されます。

○所得割の計算方法
(1)必要経費( )事業専従者控除を含む

前 年 の － (2)給与所得控除(ｻﾗﾘｰﾏﾝ ) － (4)所得控除額 ＝ 課税所得金額の場合

収入金額 (3)公的年金等控除( )年金受給者の場合

所得割額課税所得金額 × 税 率 － (5)税額控除 ＝

（注）土地・建物などの譲渡所得、山林所得及び退職所得は、別の計算方法で計算されます。

○各種控除
(1)専従者控除

事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱら事業に従事する人がいる場合には、

次の金額が必要経費になります。

区 分 控 除 額

青色申告 青色事業専従者に支払った適正な給与額

白色申告 事業専従者１人につき、次のいずれか低い方の金額

○50万円（事業専従者が事業を行う人の配偶者である場合は86万円）

○事業専従者控除前の所得金額÷（事業専従者＋１）
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（２）給与所得控除
給与収入の金額（年収） 控 除 額

１６２万５千円以下 ５５万円
１６２万５千円超１８０万円以下 給与の収入金額×４０％－１０万円
１８０万円超３６０万円以下 給与の収入金額×３０％＋８万円
３６０万円超６６０万円以下 給与の収入金額×２０％＋４４万円
６６０万円超８５０万円以下 給与の収入金額×１０％＋１１０万円
８５０万円超 １９５万円

（注）実際は、給与収入の金額が６６０万円未満の場合、所得税法別表第 により給与所得控除5
後の金額が求められます。

（３）公的年金等控除
年齢区分 公的年金等の収入金額 控 除 額

３３０万円未満の場合 １１０万円
３３０万円以上４１０万円未満 収入金額×２５％＋２７万５千円

６５歳以上 ４１０万円以上７７０万円未満 収入金額×１５％＋６８万５千円
７７０万円以上１，０００万円未満 収入金額×５％＋１４５万５千円
１，０００万円以上 １９５万５千円
１３０万円未満の場合 ６０万円
１３０万円以上４１０万円未満 収入金額×２５％＋２７万５千円

６５歳未満 ４１０万円以上７７０万円未満 収入金額×１５％＋６８万５千円
７７０万円以上１，０００万円未満 収入金額×５％＋１４５万５千円
１，０００万円以上 １９５万５千円

（注）年齢は、前年の１２月３１日現在の年齢によります。
公的年金等収入以外の所得が 万円以下の場合の控除額になります。1,000

（４）所得控除
（参考）令和４年分

種類 令和５年度住民税の所得控除額
所得税の所得控除額

①か②のうち多い額
① 損失額－保険金等の － 総所得 × 同左

雑損控除
10%

補てん額 金額等
②災害関連支出の金額－ 円50,000

5%
医 療 費 控 除

令和４年中に支払った医療費 － 総所得×
( ) 金額等 （注）同左

（ ）a 保険金等の補てん額を除く
控除限度額 万円 （令和４年中に支払っ:200 10 10万円超のときは 万円

セルフメディ 令和４年中に支払った特定 － 円 た医療費・購入費の額12,000
ケーション税 一般用医薬品等購入費 で計算）
制（ ） ( ) 最高限度額 円b :88,000保険金等の補てん額を除く

令和４年中に支払った金額 令和４年中に支払った社 会 保 険 料
控 金額除

小 規 模 企 業 令和４年中に支払った金額 令和４年中に支払った
共済等掛金控除 金額

①平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等（新契約）
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれについて

最高２８，０００円 最高４０，０００円
つの控除を合計した適用限度額は（３つの控除を合計した適用限度額は 円） (３70,000

)120,000 円
②平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等（旧契約）

生命保険料
一般生命保険料、個人年金保険料のそれぞれについて

控 除
最高３５，０００円 最高５０，０００円

つの控除を合計した適用限度額は（２つの控除を合計した適用限度額は 円） (２70,000
)100,000 円

（注）①の新契約と②の旧契約の両方の支払保険料について、一般生命保
険料控除又は個人年金保険料控除を受ける場合の控除額は

最高２８，０００円 最高４０，０００円
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種類 （参考）令和４年分所得税
令和５年度住民税の所得控除額

の所得控除額
①支払地震保険料×１ ２ ①支払地震保険料/
最高２５，０００円 最高５０，０００円地 震 保 険 料

②旧長期損害保険料 ②旧長期損害保険料
控 除

最高１０，０００円 最高１５，０００円
（注）①、②の両方が適用できる場合、最高額は①の金額となる。
本人・控除対象配偶者・扶養親族
（一人につき）・・・・・・・・・・・・・・・・２６万円 ･･･････････････２７万円

障害者控除
（特別障害者（〃））･･････・･・・・・３０万円 ･･･････････････４０万円
（同居特別障害者（〃））････・・・・５３万円 ･･･････････････７５万円

寡婦控除 本人が寡婦････････････････・・・２６万円 ･･･････････････２７万円
ひとり親控除 本人がひとり親･････････････・・・３０万円 ･･･････････････３５万円
勤労学生控除 本人が勤労学生････････････・・・２６万円 ･･･････････････２７万円

一般の配偶者･･････････････最高３３万円 ･･･････････最高３８万円
配偶者控除

７０歳以上の配偶者･････････最高３８万円 ･･･････････最高４８万円
配 偶 者 特 別 ････････････････････････・・・最高３３万円 ･･･････････最高３８万円
控 除

一般の控除対象扶養親族･････・・３３万円 ･･･････････････３８万円
１９歳以上２３歳未満の控除対象扶養親族 ･･･････････････６３万円

･･････・４５万円
扶養控除 ７０歳以上の控除対象扶養親族 ･･･････････････４８万円

･･･・・３８万円
７０歳以上の同居の親等 ･･･････････････５８万円

･･･････・・４５万円
基礎控除 ････････････････････････････最高４３万円 ･･･････････最高４８万円

（注１）令和５年度の住民税は、令和４年中の所得にかかります。
（注２）８ページ（ ）又は（ ）のどちらかの選択になり、申告後は変更できません。a b
（注３）寡婦控除から扶養控除までは、所得要件があります。
（注４）ひとり親とは、現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死不明などの人のうち、①前年の

合計所得金額が４８万円以下の生計を一にする子がいること、②本人の前年の合計所得
金額が５００万円以下であること、③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一
定の人がいないことの要件を満たす人をいいます。

（注５）控除対象扶養親族とは、１６歳以上の扶養親族をいいます。

（５）税額控除
以下の控除があります。

調整控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額
控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

■非課税
１ 次の人には、均等割、所得割ともに課税されません。
○生活保護法による生活扶助を受けている人
○障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が１３５万円以下の人

２ 次の人には、均等割は課税されません。
○前年中の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下の人

３ 次の人には、所得割は課税されません。
○前年中の総所得金額等が、次の算式で計算した金額以下の人
３５万円×（控除対象配偶者・扶養親族の数＋１）＋４２万円
※控除対象配偶者・扶養親族がいない場合には、４５万円
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■申告と納税
１ 申 告

前年１年間（1月1日から12月31日）の所得について、3月15日までに1月1日現在の住所所

在地の市町村へ申告します。所得税の確定申告をした人、給与所得のみの人又は公的年金

等に係る所得のみの人は、申告の必要はありません。

２ 納 税

給与所得者の方・・・・・・・通常６月から翌年５月までの１２回に分けて給与支払者（特別徴

収義務者）が毎月の給料から差し引いて納めます。

給与所得者以外の方・・・・通常６月、８月、１０月、翌年の１月の４回にわけて、市町村から

送付される納税通知書で市町村民税とあわせて納めます。

※公的年金受給者の方→下記「公的年金からの特別徴収制度

について」

公的年金からの特別徴収制度について

６５歳以上の公的年金受給者（その年度分の支給額が１８万円以上の場合に限る。）で、個人

住民税の納税義務のある方は、公的年金から個人住民税が特別徴収（天引き）されます。

また、６５歳未満で公的年金を受給している給与所得者の方は、平成２２年度から公的年金に

かかる所得割額を、給与から差し引いて納めることができるようになりました。

詳しくは、お住まいの市町村住民税担当課までお問い合わせください。
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■個人住民税の寄附金控除制度
平成20年度税制改正により、個人住民税における寄附金控除制度の仕組みが以下のとおり

になっております。

○「都道府県、市町村に対する寄附金」以外の寄附金
・住所地の①都道府県共同募金会 に対する寄附金

対象寄附金 ②日本赤十字社支部
・都道府県、市町村が条例指定した寄付（下記）

控除方式 税額控除方式
・都道府県指定寄附金：道府県民税から４％ 税額控 除 率
・市町村 〃 ：市町村民税から６％ 控除

控除対象限度額 総所得金額等の３０％
適用下限額 ２千円

（県内に主たる事務所のある下記の法人等に対するもの）○宮崎県が条例で指定した寄附金
１ 指定寄附金（財務大臣が指定する寄附金）
国立大学法人宮崎大学、公立大学法人宮崎公立大学、公立大学法人宮崎県立看護大学
（大学の設置・運営の業務等に充てられるものに限る。）

２ 特定公益増進法人への寄附金
①独立行政法人 ②地方独立行政法人
③自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び
日本赤十字社

④公益社団法人及び公益財団法人
特定公益増進法人の認定を受けている特例民法法人への寄附金は、経過措置により認
定を受けている期間中は控除の対象となります。

⑤学校法人
特定公益増進法人である旨の証明を受けている法人に対する寄附金( ｡)入学寄附金を除く

⑥社会福祉法人 ⑦更生保護法人
※ただし、④学校法人、⑤社会福祉法人については、県内に主たる事務所を有しない法人であっても、県

内に施設を設置していれば対象となる場合があります。

３ 認定特定公益信託の信託財産とするために支出したもの
一定の要件を満たすものとして証明がされた特定公益信託( )知事又は教育委員会の所管に属するもの

４ 認定特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）への寄附金
一定の要件を満たすものとして国税庁長官又は都道府県知事の認定を受けた特定非営

利活動法人に対する寄附金

○都道府県、市町村に対する寄附金（いわゆる「ふるさと納税」）
対象寄附金 都道府県、市町村
控除方式 税額控除方式

都道府県、市町村に対する寄附金のうち、適用下限額を超える部分につ
いて、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除
＜計算方法＞次の①と②の合計額について税額控除
①（寄附金( 1)－２千円）×１０％

控 除 率
※

②（寄附金( 1)－２千円)×（９０％－（０～４５％×1.021）( 2)※ ※
寄附者に適用される※ 複数の地方公共団体に寄附した場合 その合計額1: ､
所得税の限界税率※ ②の額は 個人住民税所得割額の 割を限度2: ､ 2

( 26 1 )平成 年度分以前については 割
総所得金額等の３０％

控除対象限度額
（「都道府県、市町村への寄附金以外の寄附金」との合計額）

適用下限額 ２千円
注）・所得税と異なり、寄附を行った年の翌年度分の個人住民税から控除されます。（
・寄附金控除の適用を受けるためには、原則としてお住まいの市町村、税務署への申告が必要です。
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■ふるさと納税ワンストップ特例制度
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさ

と納税先が５団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で

個人住民税の寄附金控除が受けられる制度のことです。

１ ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けられる方

次の①～③を満たす方に限られます。

① 平成２７年４月１日以後にふるさと納税を行っている方

② 対象年中のふるさと納税の寄附先が５つの地方団体以下の方

③ ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする

必要がない方

※給与所得のみの方でも医療費控除等の各種控除、株式などの所得を申告する方など、確定申告が必

要な方は対象外となります。

※特例申請を行った場合でも、確定申告又は市・県民税の申告が行われた場合は、特例申請はなかった

ものとみなされます。この場合は、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容により、確定申告又は

市・県民税の申告手続きを行う必要があります。

２ ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けるための手続き

ふるさと納税を行った団体に「特例申請書（寄附金税額控除に係る申告特例申請書）」を

提出する必要があります。

また、転居による住所変更など、提出済みの特例申請書の内容に変更があった場合は、

ふるさと納税した翌年の１月１０日までに特例申請書を提出した団体に対し、変更届出書を

提出していただく必要があります。

※手続の詳細はふるさと納税を行った各地方団体におたずねください。

■住宅ローン控除制度について
令和４年から令和７年１２月末までに入居し、所得税の住宅借入等特別控除を受けている方

のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合、翌年度分の個人住民税から次の金額

の範囲内で控除されます。

居 住 年 控 除 限 度 額 控除期間

令和４年１月～令和５年12月 １３年間
課税総所得金額等の５％

（最高９．７５万円）

令和６年１月～令和７年12月 １０年間
課税総所得金額等の５％

（最高９．７５万円）
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利子割県民税

この税は、銀行などの金融機関から受け取る利子等について、支払の際に課税されるもので

す。

■納める人
県内に所在する金融機関等の営業所を通じて、利子等の支払を受ける個人

（金融機関が利子等の支払の際に利子割県民税を徴収し、県に納めます。）

■納める額
支払いを受けるべき利子等の額の５％（同時に所得税及び復興特別所得税15.315%が課税され

ます。）

※利子等とは、公社債及び預貯金のほか、定期積金や抵当証券、一時払養老保険等の金融

類似商品の利子収益も含みます。

※平成２８年１月１日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等については、利子割県民税

の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。（詳細はＰ１４「県民税配当割」を

参照）

■非課税
次のような非課税制度があります。

（１）障害者等に係る利子等

○少額預金非課税制度（マル優）･･･････････････元本３５０万円まで

○少額公債非課税制度（特別マル優）･････････・元本３５０万円まで

※障害者等とは、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受

けている人など、一定の要件に該当する人をいいます。

（２）勤労者が行う財形貯蓄の利子等

○財形住宅貯蓄

○財形年金貯蓄 ････････････････元本の合計550万円まで

（３）非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等

（４）その他所得税において非課税とされる利子等

（当座預金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金等）

■申告と納税
金融機関が、毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。

■市町村への交付
県に納入された利子割県民税のうち、個人に対する部分の59.4%が県内の市町村に対して交

付されます。
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県民税配当割

この税は、株式会社等から受け取る一定の配当等について、支払の際に課税されるものです。

■納める人
県内の住所を所有する個人で一定の配当等の支払を受ける個人

（株式会社等が特定配当等の支払の際に県民税配当割を徴収し、県に納めます。）

■納める額
支払いを受けるべき特定配当等の額の５％（同時に所得税及び復興特別所得税15.315%が課

税されます。）

※ 特定配当等とは、大口株主（発行済株主総数の３％以上を所有している株主）の配当を除

く上場株式等の配当等のほか、特定公社債等の利子等及び特定投資法人の投資口の配当

等が含まれます。

■特定公社債等について
平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等については、利子割県民税の課

税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。

特定公社債等とは次のものをいいます。

・特定公社債（国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に

発行された公社債 等）

・公募公社債投資信託の受益権

・証券投資信託以外の公募投資信託の受益権

・特定目的信託（公募のものに限る）の社債的受益権

■申告と納税
株式会社等が、毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。

ただし、源泉徴収口座内に受け入れた配当等にかかる分については、株式会社等が年間分

を一括して翌年の1月10日までに申告し、納めます。（平成２２年１月１日より、源泉徴収口座内

で株式等譲渡所得との損益通算ができるようになり、県民税株式等譲渡所得割と同じ方法で

申告し、納めることとなりました。）

※ 個人の申告は不要ですが、申告した場合には、住所所在の市町村及び都道府県が所得

割により課税し、所得割額から配当割相当額を控除します。

■市町村への交付
県に納入された県民税配当割のうち、59.4%が県内の市町村に対して交付されます。
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県民税株式等譲渡所得割

この税は、一定の特定口座（源泉徴収口座）における上場株式等の譲渡にかかる所得等につ

いて、支払の際に課税されるものです。

※源泉徴収口座とは、証券会社に特定口座を開設した場合に、所得税において特定口座内で

生じる所得に対して源泉徴収することを選択した口座です。

■納める人
１月１日現在、県内に住所を有する個人で、一定の特定口座（源泉徴収口座）における上場株

式等の譲渡の対価の支払いを受ける個人

（証券会社が譲渡による所得等の支払の際に県民税株式等譲渡所得割を徴収し、県に納めま

す。）

■納める額
源泉徴収口座における株式等譲渡所得等の額の５％（同時に所得税及び復興特別所得税15.3

15%が課税されます。）

■申告と納税
証券会社等が、年間分を一括して、翌年の１月10日までに申告し、納めます。

※ 個人の申告は不要ですが、申告した場合には、住所所在の市町村及び都道府県が所得

割により課税し、所得割額から株式等譲渡所得割相当額を控除します。

■市町村への交付
県に納入された県民税株式等譲渡所得割のうち、59.4%が県内の市町村に対して交付されます。

少額投資非課税制度と配当割・株式等譲渡所得割

平成２６年１月１日より、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得

等の非課税措置（通称：ＮＩＳＡ）が開始されました。

ＮＩＳＡとは、平成２６年から令和５年までの１０年間、専用の非課税口座における毎年

１２０万円（平成２６年分及び平成２７年分は１００万円）を上限とする新規購入分を対象に、

その配当や譲渡益を最長５年間非課税にする制度です。

平成２８年１月１日より、２０歳未満を対象とする「ジュニアＮＩＳＡ」（非課税投資の上限

８０万円）が開始されています。

平成３０年１月１日から、非課税累積投資契約に係る非課税措置「積立型ＮＩＳＡ」（非課

税期間２０年、投資の上限４０万円、ＮＩＳＡとは選択適用）が開始されました。

令和６年から年間投資額の拡大等、ＮＩＳＡ制度の抜本的拡充・恒久化が行われます。

当該非課税措置に係る配当金の金額は、「県民税配当割」が非課税となります。

また、当該非課税措置に係る譲渡益は、源泉徴収選択口座内の譲渡益に該当しな

いため、「県民税株式等譲渡所得割」の課税対象ではありません。
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個人事業税

この税は、個人で事業を行う場合にはその事業活動を行うにあたって、さまざまな行政サービ

スを受けていることから、その経費の一部を負担していただくために前年中に一定の事業所得

があった方に課税されます。

■納める人
県内に事務所（事業所）を持ち、下記の表に掲げる事業を行っている個人

■納める額

税 額 ＝ 事業の課税所得金額 × 税 率

※ 事業の課税所得金額とは、前年度の事業の総収入金額から必要経費を差し引き、事業専

従者控除、繰越控除、事業主控除等の各種控除を行った後の金額です。

※ 必要経費とは、商品や製品の売上原価、土地、家屋その他事業を行うために必要な物件

の修繕費又は借入料、事業用固定資産の減価償却費、公租公課（事業税、固定資産税、自

動車税等）、使用人の給与等で、事業の収入をあげるために必要な一切の経費をいいます。

区 分 事 業 の 種 類 税率

物品販売業 運送取扱業 写 真 業 演劇興行業 金銭貸付業

旅 館 業 席 貸 業 遊 技 場 業 飲 食 店 業 料 理 店 業

商品取引業 遊 覧 所 業 物品貸付業 広 告 業 不動産売買業

製 造 業 請 負 業 電気供給業不動産貸付業 船舶定係場業

倉 庫 業 代 理 業 周 旋 業 両 替 業 駐 車 場 業 ５％

仲 立 業 案 内 業 興 信 所 業 出 版 業 問 屋 業

土石採取業 印 刷 業 冠婚葬祭業 運 送 業電気通信事業

保 険 業公衆浴場業の

うちサウナなど

畜 産 業 水 産 業 薪炭製造業 ４％

医 業 公 証 人 業 公衆浴場業のうち銭湯設計監督者業

歯 科 医 業 弁 理 士 業 薬 剤 師 業不動産鑑定業 歯科衛生士業

税 理 士 業 デザイン業 獣 医 業 公認会計士業歯科技工士業

第三種事業 諸芸師匠業 測 量 士 業 弁 護 士 業 計 理 士 業 理 容 業

（３０業種） 司法書士業 美 容 業 海事代理士業土地家屋調査士業 社会保険労務士業

行政書士業 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業 印刷製版業

あん摩・ﾏｯｻｰｼﾞ・指圧・はり・きゅう・柔道 装 蹄 師 業

整復その他の医業に類する事業

（注）家族などの自家労力を主としている第二種事業（家族や同居の親族の年間労働日数が全体

の２分の１を超える場合）、また、両眼の視力を喪失した者及び両眼の視力が０．０６以下の

視力障害者が行うあん摩・はり等の事業には、事業税はかかりません。

第一種事業

（３７業種）

第二種事業

（３業種）

５％

３％
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■各種控除

種 類 青色申告者 白色申告者
１ 事業専従者控除

２ 損失の繰越控除 損失の生じた年の翌年か
ら３年にわたって控除でき 控除できません。
ます。

３ 被災事業用資産の損失の繰越控除

４ 事業用資産の譲渡損失控除および
事業用資産の譲渡損失繰越控除

損失の生じた年のみ控
除できます。

５ 事業主控除 年額２９０万円控除できます。
（事業を行った期間が１年未満の場合は月割計算
します。）

事業専従者控除前の所得金額

（注）白色申告者の事業専従者控除は、 の方が額が低い場合には、
事業専従者数＋１

その金額が控除額となります。

■申告と納税
１ 申 告
毎年３月１５日までに前年分の事業の所得について申告します。
所得税の確定申告書、住民税の申告書を提出した人は、申告の必要はありません。
年の途中で事業を廃止した人は、廃止した日から１か月以内（死亡により事業を廃止した場

合は４か月以内）に申告します。

２ 納 税
県税・総務事務所から送付される納税通知書により、８月と１１月の２回に分けて納めます。
ただし、税額が１０，０００円以下の場合は、８月にその全額を納めます。

個人事業税の納税は、
便利な口座振替を利用しましょう。
個人事業税は、電話、電気、水道料金などのように預金口座からの
振替による納税ができ、大変便利ですので是非ご利用ください。

第一種事業 第二種事業 第三種事業

生計を一にする１５歳以上の親族で、

もっぱら当該事業に従事する方がい

る場合

事業専従者に支払われた

給与額を控除できます。

配偶者････････８６万円

配偶者以外･･･５０万円

事業所得が損失(赤字)となる場合

地震・風水害・火災などにより事業用

の資産（建物・機械・車両など）が被

害を受け、損失が生じた場合

損失の生じた年の翌年から３年にわたって控除でき

ます。

事業に使っていた資産のうち、土地

や建物以外の機械・車両などを譲渡

したため損失が生じた場合

損失の生じた年および翌

年から３年にわたって控

除できます。
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法人県民税

この税は、会社などの法人も私たち個人と同様に法律上の権利・義務をもち、さまざまな活動
を行っていることから、県の行政に必要な経費を個人と同様広く負担してもらうという意味で設け
られたもので、県内に事務所又は事業所等を有する法人に課税されます。

■納める人
○県内に事業所（本店・支店・工場など）がある法人（法人格
のない社団又は財団で収益事業を行っており、代表者
又は管理人の定めのあるものを含む。） ･･･・･･････・･･････････････････均等割と法人税割

○県内に事業所はないが、寮・宿泊所・クラブなどを持って
いる法人 ････････････････････････････････････････････････････････････均等割

・均等割とは、法人が資本金等の額に応じて一律に納めるものです。
・法人税割とは、法人が法人税（国税）の額に応じて納めるものです。

■納める額（均等割）

区 分 税 率

ア 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの
以外のもの

イ 法人格のない社団又は財団で収益事業を行うもの
ウ 一般社団法人及び一般財団法人（非営利型法人を含む） ２１，０００円
エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金又は出資金の額
を有しないもの（ア～ウを除く）

オ 資本金等の額が一千万円以下であるもの

資本金等の額が一千万円を超え、一億円以下である法人 ５２，５００円

資本金等の額が一億円を超え、十億円以下である法人 １３６，５００円

資本金等の額が十億円を超え、五十億円以下である法人 ５６７，０００円

資本金等の額が五十億円を超える法人 ８４０，０００円

※アについて、公共法人とは法人税法第２条第５号に規定する法人、公益法人等とは地方税法第24条第５

項に規定する法人（法人税法第２条第６号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合など）をいいます。

※平成18年４月１日以後に開始する事業年度から均等割額について５％超過課税（森林環境税）を実施して

います。

※平成27年４月１日以後に開始する事業年度における「資本金等の額」については、無償減資・資本準備金

の取り崩し額（欠損てん補等）を控除するとともに、無償増資の額を加算する措置が講じられます。

※平成27年４月１日以後に開始する事業年度において、「資本金等の額」が「資本金」と「資本準備金」の合

算額又は出資金の額に満たない場合は、当該額（「資本金」と「資本準備金」の合算額又は出資金の額）を

均等割の税率区分の基準とします。
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■納める額（法人税割）

税 率

平成26年9月30 平成26年10月1 令和元年10月
法 人 の 区 分 日までに開始 日から令和元 1日以後に開

する事業年度 年9月30日まで 始する事業年
に開始する事 度
業年度

４．０％※ １．８％※資本金の額又は出資金の額が一億円を超え ５．８％※
る法人及び保険業法に規定する相互会社

４．０％※ １．８％※資本金の額又は出資金の額が一億円以下の ５．８％※
法人で法人税額が年一千万円を超えるとき

５．０％ ３．２％ １．０％資本金の額又は出資金の額が一億円以下の
法人で法人税額が年一千万円以下のとき

※県では、社会保障関係費や公共施設等の老朽化対策に要する経費の財源確保を目的として、
法人県民税の法人税割について、０．８％の超過課税を実施しています。御理解と御協力をお
願いします。

■申告と納税
申告の種類により次のように分類されます。

申 告 の 種 類 納 め る 額 申告と納税の期限

１ 中間申告 （１）予定申告 事業年度開始の日前事業年度の 前事業年
×6÷

から６月を経過し事業年度が6月を超え､ 法人税割額 度の月数
た日から２月以内法人税の中間申告額が

算定期間中に10万円を超える法人は､
＋
均等

12
次の(1)か(2)を選ぶ 割額 ×事務所等を有 ÷

していた月数

（２）仮決算に基 法人税額×税率＋均等割額
づく中間申告

事業年度終了の日から2月(会２ 確定申告 （法人税額×税率＋均等
計監査人の監査を受けることな
どの理由によって決算が確定し割額）－中間納付額
ない法人にあっては6月）以内

(1) すみやかに提出・申告した県民税額に不足額が
３ 修正申告 法人税の総額×税率 納税あったとき

(2) －既納付額 法人税額を納付す法人税について修正申告をし
べき日たとき又は更正を受けたとき

均等割額 ４月３０日４ 公共法人、公益法人等で収益事業を行
わないもの

（注）１ 清算中の法人、解散法人、合併法人については、特別の規定があります。
２ ２以上の都道府県に事務所がある法人の法人税割額は、関係都道府県ごとの従業者数
を基準にして、あん分計算した税額を申告し、納めることになっています。
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法人事業税

この税は、会社などの法人も事業を行う場合には道路や港湾などの各種の公共施設を利用す
るなどの行政サービスを受けていることから、その経費を負担していただくために、県内に事務所
又は事業所を有する法人に課税されます。

■納める人
○県内に事業所（本店・支店・工場など）を有し、事業を行っている法人
○法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行っているも
の

■納める額
税 率

令和元年10月1 令和2年4月1日 令和4年4月1日
日から令和2年3 から令和4年3月 以後に開始する法 人 の 区 分 課 税 標 準
月31日までに開 31日までに開始 事業年度
始する事業年度 事業年度

普通法人(資本金又は出資金の額が1億円以下)

３．５％
年400万円以下

所 の所得

得 年400万円を超
５．３％下記以外の法人 金 え800万円以下

額 の所得

７．０％年800万円を超
える所得

資本金の額又は出資金の額が

７．０％1,000万円以上で、3以上の都道 所得金額
府県に事務所等を有する法人

特別法人 （協同組合、信用金庫、医療法人等）

３．５％所 年400万円以下
下記以外の法人 得 の所得

４．９％
金 年400万円を超

額 える所得
資本金の額又は出資金の額が

４．９％1,000万円以上で、3以上の都道 所得金額

府県に事務所等を有する法人

収入金額課税法人、収入金額等課税法人

１．０％ガス供給業、保険業、貿易保険業 収入金額

－ ０．４８％収入金額
－ ０．７７％特定ガス供給業 付加価値額
－ ０．３２％資本金等の額

１．０％送配電事業 収入金額
発電事業、小売電気事業電

気 １．０％ ０．７５％資本金又は出資金の 収入金額

供 － ０．３７％額が1億円超 付加価値額
給 － ０．１５％資本金等の額
業 １．０％ ０．７５％資本金又は出資金の 収入金額

－ １．８５％額が1億円以下 所得金額
（注）１ 上記の所得金額の区分は、事業年度が１年の場合です。１年未満の場合は、月割計算します。

２ ガス供給業は、導管ガス供給業に限ります（それ以外のガス供給業は、所得金額課税となります。）。
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■申告と納税

申告の種類により次のように分類されます。

申 告 の 種 類 納 め る 額 申告と納税の期限

１ 中間申告 （１）予定申告 事業年度開始の日前事業年度の 前事業年÷ ×6
から６月を経過し事業年度が6月を超え､ 事業税額 度の月数

た日から２月以内法人税の中間申告額が

仮決算の所得金額×税率10万円を超える法人は､ （２）仮決算に基

づく中間申告次の(1)か(2)を選ぶ

事業年度終了の日

から２月（会計監査

２ 確定申告 所得等金額×税率－中間申 人の監査を受ける

告額 ことなどの理由に

よって決算が確定

しない法人にあっ

ては６月）以内

（１）申告した所得 増加した所得等金額×税率 すみやかに提出・

等金額等に不 納税

３ 修正申告 足があったと

き

（２）申告後に、税 税務署が更正また

務署の更正ま 増加した所得等金額×税率 は決定の通知をし

たは決定を受 た日から１月以内

けたとき

（注）１ 清算中の法人、解散法人、合併法人については、特別の規定があります。

２ ２以上の都道府県に事務所がある法人は、事業の種類によって従業者数、事務所数な

どを基準にして、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納めます。

３ 申告と納税などは、法人県民税と併せて行います。

■市町村への交付
県に納入された法人事業税のうち、7.7％が県内の市町村に対して交付されます。

■移転価格税制に係る徴収猶予
租税条約の相手国との相互協議を開始した場合に法人事業税が徴収猶予されます。（法人

県民税の法人税割も同様。）

徴収猶予は国税に対して相互協議の申し立てがあり、かつ法人から都道府県に徴収猶予の

申請があった場合に適用されます。
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外形標準課税制度
平成１６年４月１日以後に開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が１億円を超え
る法人を対象として、外形標準課税制度が導入されました。

■対象法人
資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人

■税額
法人事業税＝所得割額＋付加価値割額＋資本割額

■課税標準
１ 所得割････････････所得

２ 付加価値割･･････付加価値額（報酬給与額＋純支払利子＋純支払賃借料±単年度損益）
※報酬給与額が収益配分額（報酬給与額＋純支払利子＋純支払賃借料）の７０％を超える
場合には当該超える額を控除

３ 資本割････････････資本金等の額
※資本金等の額のうち１，０００億円を超える部分を段階的に圧縮

■税率

税 率

区分等 平成26年10月1日 平成27年4月1日 平成28年4月1日 令和元年10月1日 令和４年4月1日課 税 標 準
から平成27年3月31 から平成28年3月31 から令和元年9月 から令和４年3月 以後に開始する
日までに開始する 日までに開始する 30日までに開始 31日までに開始 事業年度
事業年度 事業年度 する事業年度 する事業年度

２．２％ １．６％ ０．３％ ０．４％所得のうち年400万円以下の金額

３．２％ ２．３％ ０．５％ ０．７％
所得のうち年400万円を超え
年800万円以下の金額

所得割

４．３％ ３．１％ ０．７％ １．０％
所得のうち年800万円を超え
る金額

４．３％ ３．１％ ０．７％ １．０％
３以上の都道府県に事業所
等を有する法人の所得

付加価値額 ０．４８％ ０．７２％ １．２％ １．２％ １．２％付加価
値割

資本金等の額 ０．２％ ０．３％ ０．５％ ０．５％ ０．５％資本割

■申告納付
１ 中間申告納付

対象法人は、前事業年度実績又は仮決算に基づく法人事業税額の申告納付を行います。
２ 確定申告納付

対象法人は、確定した決算に基づく法人事業税額の申告納付を行います。

１．０％
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特別法人事業税（国税）
地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比
較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能
な形で発展するため、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税が創設されました。
このうち、特別法人事業税は、消費税10パーセント段階において復元される法人事業税（所得
割・収入割）の一部（法人事業税の約３割）を分離し、創設されました。

■納める人
法人事業税（所得割又は収入割）の納税義務者

■税率

税 率

令和元年10月1日 令和2年4月1日 令和4年4月1日
から令和2年3月3 から令和4年3月 以後に開始する法 人 の 区 分 等

1日までに開始す 31日までに開始 事業年度
る事業年度 する事業年度
２６０．０％ ２６０．０％ ２６０．０％外形標準課税対象法人

所得割額によって法人事業税を課税
３４．５％ ３４．５％ ３４．５％

される特別法人

所得割額によって法人事業税を課税
３７．０％ ３７．０％ ３７．０％

される法人

発電事業

３０．０％ ４０．０％ ４０．０％収入割額によって 小売電気事業

法人事業税を課税 特定卸供給事業

－ － ６２．５％される法人 特定ガス供給業

３０．０％ ３０．０％ ３０．０％上記以外の法人

（注）特定卸供給事業は、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から適用されます。

■申告納付
法人事業税と併せて申告納付します。

■賦課徴収
都道府県において法人事業税と併せて行います。

■国への払込み
都道府県は、特別法人事業税として申告納付された分を当該納付があった月の翌々月の月

末までに国に払い込みます。

特別法人事業譲与税
この税は、都道府県が賦課徴収し国に払い込んだ特別法人事業税の税収を、各都道府県の

人口であん分して国が再び都道府県に譲与するものです。

■譲与の基準
各都道府県の人口であん分します。
※人口は官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいいます。

■譲与の時期
毎年度、５月、８月、１１月及び２月に譲与されます。

基準法人

所得割額

基準法人

収入割額

課 税

標 準
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地方法人特別税（国税）
この税は、偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として創設されたも
ので、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から導入されました。
令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止され、法人事業税に復元されました。

■納める人
法人事業税（所得割又は収入割）の納税義務者

■税率

税 率

平成20年10月1日 平成26年10月1日 平成27年4月1日か 平成28年4月1日か法 人 の 区 分 課税
から平成26年9月 から平成27年3月31 ら平成28年3月31日 ら令和元年9月30日標準
30日までに開始 日までに開始する までに開始する事 までに開始する事
する事業年度 事業年度 業年度 業年度

基準法付加価値割額、資本割及び所

人所得 １４８．０％ ６７．４％ ９３．５％ ４１４．２％
得割額の合算額によって法人

割額
事業税を課税される法人の所得
割額に対する税率

所得割額によって法人事業税を 基準法
課税される法人の所得割額に 人所得 ８１．０％ ４３．２％ ４３．２％ ４３．２％
対する税率 割額

収入割額によって法人業税を課 基準法
税される法人の収入割額に対 人収入 ８１．０％ ４３．２％ ４３．２％ ４３．２％
する税率 割額

■申告納付
法人事業税と併せて申告納付します。

■賦課徴収
都道府県において法人事業税と併せて行います。

■国への払込み
都道府県は、地方法人特別税として申告納付された分を当該納付があった月の翌々月の月

末までに国に払い込みます。

地方法人特別譲与税
この税は、都道府県が賦課徴収し国に払い込んだ地方法人特別税の税収を、各都道府県の人
口と従業者の数であん分して国が再び都道府県に譲与するものです。
地方法人特別譲与税の譲与の基準は次のとおりで、平成２１年度から譲与されています。

■譲与の基準
地方法人特別税の収入額のうち１／２を人口、１／２を従業者数であん分して譲与します。
※今回の改正による減収額が、財源超過額の１／２を超える場合、減収額の１／２を限度とし
て、当該超える額を譲与税に加算します。
（上記の基準は、当該加算額を除いた額について適用されます。）
※人口は国勢調査によって調査した人口、従業者数は事業所統計によって調査した従業者数
です。

■譲与の時期
毎年度、５月、８月、１１月及び２月に譲与されます。
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不動産取得税

この税は、土地、家屋を取得した人に対して課税されるものです。

■納める人
売買、交換、贈与、建築（新築、増築、改築）等により、不動産を取得した人

※「不動産の取得」とは、不動産の所有権を取得することをいいます。

この場合、登記の有無やその取得が有償であるか無償であるかは問いません。

また、登記の取得の原因を「錯誤」や「真正な登記名義の回復」とする場合であっても、所有権

の取得が認められる限り課税されます。

■納める額
取得したときの不動産の価格の４％です。

ただし、土地及び住宅については、令和６年３月３１日までに取得した場合は３％となります。

（住宅以外の家屋は４％）

※１ 「不動産の価格」とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、原則として市町村の固

定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。ただし、新築住宅などで価格が登録さ

れていない場合は、知事が固定資産評価基準によって決定した価格をいいます。

２ 農地法第５条の許可に係る農地を取得した場合の「不動産の価格」とは、当該不動産の

本来の用途となる地目で価格を決定し、その価格から造成費相当額を控除した価格をいい

ます。

３ 宅地及び宅地に比準して評価する土地（市街化区域農地など）については、令和６年３

月３１日までに取得した場合は登録価格の２分の１の額とする負担軽減措置が設けられて

います。

■免税点
取得した不動産の価格が次のような場合には、不動産取得税は課税されません。

○取得した土地の価格が１０万円未満の場合

○建築（新築・増築・改築）した家屋の価格が２３万円未満の場合

○建築以外の原因（売買・贈与等）により取得した家屋の価格が１２万円未満の場合

■非課税
次のような場合には、不動産取得税は課税されません。

○相続により不動産を取得した場合

○法人の合併又は分割により不動産を取得した場合（一定の要件があります。）

○公共的用途に供する不動産を取得した場合（広く不特定多数の人の利用に供するもので、

法律で定める一定の要件に該当するものが対象となります。）

（例）社会福祉法人や医療法人等が老人福祉施設として使用する不動産

■申告と納税
１ 申 告

不動産を取得した日から６０日以内に、その不動産所在地を管轄する県税・総務事務所に申

告します。ただし、不動産を取得した日から６０日以内に登記を申請した場合には、原則として

申告は不要となります。

２ 納 税

県から送付される納税通知書により、納税通知書に記載されている納期限までに納めます。

-25-



■住宅に関する軽減
取得した住宅が、次の要件に該当する場合には、その住宅の価格から一定の額が控除されま

す。

この控除を受けるためには、事実を証する書面を添えて「不動産取得税申告書」を県税・総務

事務所に提出しなければなりません。

区分 要 件 価格から控除される額

新 次に該当する住宅を建築又は購入した場合 １戸につき、１，２００万円

が控除されます。（

増

・

改

）

築

住

宅

Ⓐ

次のすべてに該当する住宅を個人が取得した場合 左の要件に該当する場合

は、新築された時期により

一定の額が控除されま

す。

中

（例）

古 ○昭51.1.1～昭56.6.30

→ ３５０万円

住 ○昭56.7.1～昭60.6.30

→ ４２０万円

宅 ○昭60.7.1～平元.3.31

→ ４５０万円

Ⓑ ○平元.4.1～平9.3.31

→１，０００万円

○平9.4.1以降

→１，２００万円

住宅部分の床面積が５０㎡以上２４０㎡以下のもの

※戸建て以外の貸屋（アパート等）の場合は１区画につき

４０㎡以上２４０㎡以下のもの。

※住宅部分の床面積には、一体として使用される既存住

宅及び附属家屋（車庫・倉庫等）を含みます。

※長期優良住宅の普及の促

進に関する法律に規定する

認定長期優良住宅を新築し

た場合は、1,300万円が控除

されます。（ただし、H21.6.4

からR6.3.31までの間に取得

した場合に限ります。）

☆ ①、②に該当しない場合も、住宅の取得日から６ヶ月以内か

つ自己の居住の用に供する日までの間に耐震改修工事を完了

させ、住宅の取得日から６ヶ月以内に耐震基準適合証明を受け

た場合は、軽減措置があります。

１ 次の①、②のいずれかに該当するもの

① 昭和５７年１月１日以後に新築されている。

② 耐震基準適合証明がなされている。

※当該住宅の取得日前２年以内に証明のための調査が

終了し、かつ、住宅の取得（引渡し）前に証明を受ける

ことが必要です。

※住宅性能評価書（耐震等級１～３級）の写し、保険付保

証明書を含みます。

２ 住宅部分の床面積が５０㎡以上２４０㎡以下のもの

※住宅部分の床面積には、一体として使用される既存住宅

及び附属家屋（車庫・倉庫等）を含みます。

３ 自らが居住するために取得したもの

※法人による取得は対象外となります。
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■住宅用土地の減額
住宅の敷地となる土地で一定の要件に該当する場合には、その土地の税額から次の額が減

額されます。
ただし、土地と住宅の取得者は同じでなければなりません（☆の要件に該当する場合を除

く。）。
この軽減を受けるためには、事実を証する書面を添えて「減額申請書」を県税・総務事務所に

提出する必要があります。

区分 要 件 税額から減額される額

前頁Ⓐに該当する新築住宅の敷地を取得した場合で、 次のいずれか多い方の額
次のいずれかに該当するとき が減額されます。

１ 土地を取得した日から３年以内にその土地の上に住 ○４５，０００円
宅が新築されたとき

新 ○次の計算により算出され
る額☆ 次の要件のどちらかに該当することが必要ですが、この場合には土

地の取得者と住宅の新築者が異なる場合でも減額が可能です。築
土地１㎡ 住宅の 3( ) 住宅が新築された時まで引き続いて土地を所有している場合1
当たりの× 床面積×2 ×100住 ( ) 土地取得者から最初に土地を取得した者が住宅を新築した場合2

1戸について価格※

200㎡が限度宅
２ 住宅を新築した日から１年以内に土地を取得したとき

用
※「土地１㎡当たりの価格」は、３ 未使用の新築住宅（建売住宅）とその敷地を、その住
宅地や宅地に比準して評価敷 宅が新築された日から１年以内に取得したとき※
する土地については、固定資

産課税台帳の登録価格の２地 ※ 土地付き住宅については次の要件のどちらかに該当するとき

分の１に相当する額です。( ) 取得者が自己居住の用に供すること（土地と住宅の取得時期が異1
なる場合は、土地取得の前後１年以内に住宅を取得していることが

※複数名で土地を取得している必要です。）

場合で、新築住宅取得によっ( ) 取得者が自己居住の用に供しない場合は、新築後１年以内に土2
て軽減を受けるときは、土地地を取得していること。

の持分に応じて按分します。

中 前頁Ⓑに該当する中古住宅の敷地を取得した場合で、
古 次のいずれかに該当するとき
住
宅 １ 土地を取得した日から１年以内に住宅を取得したとき
用 （同時取得を含む。）
敷
地 ２ 住宅を取得した日から１年以内に土地を取得したとき

■その他の軽減措置（主なもの）
そのほかにも、下記のような場合には、申告により軽減されます。

区 分 軽 減 額
公共事業のために不動産を収用され又は譲渡し、それに代わる 収用等を受けた不動産の価
と認められる不動産を、収用等の日から２年以内に取得したとき 格に応じた額
災害によって滅失した不動産に代わると認められる不動産を、災 滅失した不動産の価格に税
害を受けた日から３年以内に取得したとき 率を乗じた額
地方公共団体から補助金を受けて不動産を取得したとき 補助金の額に応じた額
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■納税の猶予
次のような場合には、申請により、一定の期間、不動産取得税の納税が猶予されます。

区 分 猶予期間

取得の日から３年以内

土地を取得した人が、取得の日から１年以内にその

土地の上にある既存住宅（２６頁Ⓑに該当する住宅） 取得の日から１年以内

を取得する場合

耐震基準を満たさない中古住宅を取得した人が、取

得の日から６か月以内に耐震改修（改修は入居前に 取得の日から６か月以内

行う）する場合

土地を取得した人が、取得の日から１年以内にその土地の上

にある耐震基準を満たさない中古住宅を取得し、住宅取得の

日から６か月以内かつ自己の居住の用に供する日までの間

に耐震改修工事を完了させ、住宅の取得日から６ヶ月以内に

耐震基準適合証明を受けた場合

農業の後継をするための農地等について生前一括

贈与を受ける場合

※対象者や農地等については一定の条件があります。

国 税 県 税 市町村税

相 贈 所 免登 取不 県 資固 計都 民市不

続 与 得 許 得動 民 産 画 町動

税 税 税 税録 税産 税 税定 税市 税村産

と

税

取得した場合 登記する場合 譲渡した場合の 所有（保有）している場合

どのような場合種

にどの税を納 不動産取得税 登 録 免 許 税 固 定 資 産 税 所 得 税類
めるか。 相 続 税 都 市 計 画 税 県 民 税

贈 与 税 事 業 所 税 市 町 村 民 税

消費税( )土地を除く

土地を取得した人が、取得の日から３年以内に住宅

（２６頁Ⓐに該当する住宅）を新築する場合

取得の日から贈与者が

亡くなる日まで

取得の日から１年６か月以内
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自動車税環境性能割

この税は、自動車を取得した時に課税されるものです。

納める人■
自動車（特殊自動車・二輪自動車・三輪以上の軽自動車を除く）を取得した人
※三輪以上の軽自動車については、市町村税である軽自動車税環境性能割が課税されます。

納める額■

自動車の通常の取得価額 × 税率 ＝ 税額

※新車・中古車を問いません。
※自動車の通常の取得価額とは、自動車の取得のために通常要する価額です。自動車の取
得が無償取得などの場合は、通常の取得価額として総務省令で定める額となります。なお、
この取得価額には、エアコン、ラジオ等のように自動車と一体となっているものの価額も含ま
れます。

■税率
自動車の環境性能（排出ガス基準、燃費基準）に応じて、次のとおり税率が決められています。

１ 乗用車

登録車 軽自動車
区 分

自家用 営業用 自家用 営業用

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、

天然ガス自動車（平成30年排出ガス基準適合又は平成21年

非課税 非課税排出ガス基準からＮＯｘ10％低減）

令和12年度燃費基準85 達成%
かつ令和2年度燃費基準達成平成30年排出

ガソリン車 1%ガス基準50%低減 令和12年度燃費基準75 達成%
かつ令和2年度燃費基準達成ｶﾞｿﾘﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車 又は

0.5%
LPG車 平成17年排出 令和12年度燃費基準65 達成%

0.5%
LPGﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車 ガス基準75%低減 かつ令和2年度燃費基準達成 2%

1%
1%

達成 令和12年度燃費基準60 達成%
かつ令和2年度燃費基準達成（★★★★）

1%令和12年度燃費基準55 達成%
2%

3% 2% 2%上記に該当しない車

非課税
令和12年度燃費基準85 達成%
かつ令和2年度燃費基準達成ディーゼル車 平成30年排出

令和12年度燃費基準75 達成ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ガス基準適合 %
かつ令和2年度燃費基準達成車 又は

非課税平成21年排出 令和12年度燃費基準65 達成%
※ガス基準適合 かつ令和2年度燃費基準達成

令和12年度燃費基準60 達成%
かつ令和2年度燃費基準達成

3% 2%上記に該当しない車
【注意】プラグインハイブリッド自動車、LPG車、LPGハイブリッド車、ディーゼル車、ディーゼルハイブリッド車は

登録車に限ります。

※ 令和５年４月１日から令和５年１２月３１日までの間に取得した自動車に限ります。
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２ 軽量車（車両総重量２.５ｔ以下のバス又はトラック）
登録車 軽自動車

区 分
自家用 営業用 自家用 営業用

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、

非課税天然ガス自動車（平成30年排出ガス基準適合又は平成21年

非課税排出ガス基準からＮＯｘ10％低減）

令和2年度燃費基準5%向上達成（ﾊﾞｽ）

非課税
ガソリン車

平成27年度燃費基準25%向上達成（ﾄﾗｯｸ）

1% 0.5%ｶﾞｿﾘﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車
★★★★ 令和2年度燃費基準達成（ﾊﾞｽ）

1% 0.5%平成27年度燃費基準20%向上達成（ﾄﾗｯｸ）

2% 1% 1%平成27年度燃費基準15%向上達成
2%

3% 2% 2%上記に該当しない車

プラグインハイブリッド自動車は登録車に限ります。

※登録車のみ３ 中量車（車両重量２.５ｔ超～３.５ｔ以下のバス又はトラック）
区 分 自家用 営業用

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、

非課税
天然ガス自動車（平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準から

ＮＯｘ10％低減）

平成27年度燃費基準15%向上達成
ガソリン車

★★★★ 1% 0.5%
ｶﾞｿﾘﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車

平成27年度燃費基準10%向上達成

1%平成27年度燃費基準 5%向上達成 2%

非課税
平成30年排出ガス基準 令和2年度燃費基準達成（ﾊﾞｽ）

平成27年度燃費基準20%向上達成（ﾄﾗｯｸ）25%低減 又は

1% 0.5%平成17年排出ガス基準 平成27年度燃費基準15%向上達成

1%50%低減達成（★★★） 平成27年度燃費基準10%向上達成 2%

非課税平成30年排出ガス基準適合 平成27年度燃費基準15%向上達成

ディーゼル車 1% 0.5%又は 平成21年排出ガス 平成27年度燃費基準10%向上達成

1%ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 基準からNOx・PM10％低減 平成27年度燃費基準 5%向上達成 2%

非課税
車 令和2年度燃費基準達成（ﾊﾞｽ）

平成27年度燃費基準20%向上達成（ﾄﾗｯｸ）
平成21年排出ガス基準適合

1% 0.5%平成27年度燃費基準15%向上達成

1%平成27年度燃費基準10%向上達成 2%

3% %上記に該当しない車 2

※登録車のみ４ 重量車（車両総重量３.５ｔ超のバス又はトラック）
区 分 自家用 営業用

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車（平

非課税成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準からＮＯｘ10％低減）

平成27年度燃費基準10%向上達成ディーゼル車 平成28年排出ガス基準適合

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 1% 0.5%又は 平成21年排出ガス 平成27年度燃費基準 5%向上達成

1%車 基準からNOx・PM10％低減 平成27年度燃費基準達成 2%

3% %上記に該当しない車 2

■課税標準の特例措置
バリアフリー対応バス・タクシー、先進安全自動車（ＡＳＶ）の取得に係る特例措置があります。
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免税・非課税■
次の取得については、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は課税されません。

１ 取得価額が５０万円以下の自動車の取得

２ 相続による取得

３ 法人の合併又は分割による取得（分割については、一定の要件に該当する場合）

４ 所有権留保付で売買された自動車で、代金完済などにより、所有者が売主から買主へ移転

した場合の取得

５ 自動車販売業者からの取得のうち、自動車の性能がよくないこと等の理由で、取得した日

から１か月以内にその自動車販売業者に返還した場合

身体障がい者等の減免■
身体に障がいのある方などが使用する自動車については、一定の要件に該当する場合、登録

の際に申請をすることにより自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割が減免されます。

※環境性能割の減免額の上限は取得価額の２５０万円相当分までになります。

取得価額が２５０万円以下の場合は、全額減免になりますが、取得価額が２５０万円を超える

場合は、差額分の納付をお願いいたします。

【納付額の例（自家用乗用車の場合）】

※ 障がい者の方のために特別の改造をした場合、その改造費部分については取得価額から控除します。

◇取得価額が２７０万円の自家用自動車で、税率が３％の場合

申告と納税■
自動車を取得した人が、宮崎運輸支局で新規又は所有権移転の登録をするときに併せて、

宮崎県税・総務事務所に申告し、納めます。

市町村への交付等■
県に納められた自動車税環境性能割の40.85％に相当する金額が、県内の市町村に交付され

ます。なお、軽自動車税環境性能割は全額市町村へ納入します。

    障がい者のための
    改造費部分※

２５０万円まで
２５０万円を
超えた部分

 減免適用額取得価格から控除

自動車の取得価額

納付対象

－ × ＝ 納付していただく額

６，０００円

取得価額

２７０万円
減免適用額

２５０万円
税率

3％
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自動車税種別割

この税は、自動車の所有者に対して課税されるものです。

納める人■
県内に主たる定置場のある自動車の所有者
（割賦販売契約等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、登録上使用者となって
いる買主）
※軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車については、
軽自動車税種別割（市町村税）になります。

納める額■
自動車の種類、用途、排気量等の区分により、年税額が決められています。
主なものは次のとおりです。

年 税 額 （円）
令和元年９月３０日 令和元年１０月１日

までに初回新規登録を 以降に初回新規登録を
区 分

営業用※
受けた自家用車 受けた自家用車

総排気量が１ℓ以下 ７，５００ ２９，５００ ２５，０００

総排気量が１ℓを超え１ ５ℓ以下 ８，５００ ３４，５００ ３０，５００.
総排気量が１ ５ℓを超え２ℓ以下 ９，５００ ３９，５００ ３６，０００.

乗
総排気量が２ℓを超え２ ５ℓ以下 １３，８００ ４５，０００ ４３，５００.

用 総排気量が２ ５ℓを超え３ℓ以下 １５，７００ ５１，０００ ５０，０００.
総排気量が３ℓを超え３ ５ℓ以下 １７，９００ ５８，０００ ５７，０００.

車
総排気量が３ ５ℓを超え４ℓ以下 ２０，５００ ６６，５００ ６５，５００.
総排気量が４ℓを超え４ ５ℓ以下 ２３，６００ ７６，５００ ７５，５００.
総排気量が４ ５ℓを超え６ℓ以下 ２７，２００ ８８，０００ ８７，０００.
総排気量が６ℓを超えるもの ４０，７００ １１１，０００ １１０，０００

年 税 額 （円）
営業用※ 自家用

区 分

ト 最大積載量が１トン以下 ６，５００ ８，０００（
乗 ラ
車 ッ 最大積載量が１トンを超え２トン以下 ９，０００ １１，５００
定 ク
員 最大積載量が２トンを超え３トン以下 １２，０００ １６，０００
３
人 最大積載量が３トンを超え４トン以下 １５，０００ ２０，５００
以
下 最大積載量が４トンを超え５トン以下 １８，５００ ２５，５００）

ト １ 総排気量が１ℓ以下 １０，２００ １３，２００（

最 ラ ト
大 ッ ン 総排気量が１ℓを超え１ ５ℓ以下 １１，２００ １４，３００.
乗 ク 以
車 下 総排気量が１ ５ℓを超えるもの １２，８００ １６，０００.
定

１員
４ 総排気量が１ℓ以下 １２，７００ １６，７００ト

ン人
以 総排気量が１ℓを超え１ ５ℓ以下 １３，７００ １７，８００超 .

２上
総排気量が１ ５ℓを超えるもの １５，３００ １９，５００） ト .

ン
以
下

※営業用とはナンバープレートが緑色のものです。
（注）この税額表は、自動車税種別割のグリーン化特例の適用を受けない自動車の税額の抜粋です。

自動車税種別割の納期は５月です。必ず納期限までにお納めください。

最
大
積
載
量
が

最
大
積
載
量
が
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自動車税種別割のグリーン化について■
平成１４年度から全国一斉に、環境に配慮した特例措置が講じられ、排出ガス性能及び燃費性

能の優れた環境負荷の小さい自動車については税額を軽減し、一定年数を経過した環境負荷の

大きい自動車については税額を加算しています（軽自動車は平成２８年度から加算<概ね２０％>

の対象になります。）。

○自動車税種別割が軽減される自動車

（燃費基準達成車）でかつ を令和５年４月１日から令和８年３月低燃費車 低排出ガス認定車

３１日までに新車新規登録された場合は、以下のとおり、登録年度の翌年度に限り、税額が

軽減されます。

令和５年４月１日から令和８年３月３１日までに された自動車新車新規登録

◎ 税額が されます。登録年度の翌年度に限り、 軽減

特 例 対 象 車 軽減措置

税額を概ね電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、

７５％軽減天然ガス自動車（平成３０年排出ガス基準適合又は平成２１年排出ガス基準か

らＮＯｘ１０％以上低減）

営業用の
ガソリン車、ＬＰＧ車、クリーンディーゼル車において、

乗用車等
令和１２年度燃費基準９０％達成かつ令和２年度燃費基準達成

ガソリン車、ＬＰＧ車、クリーンディーゼル車において、 税額を概ね（※２ ）に

令和１２年度燃費基準７０％達成かつ令和２年度燃費基準達成 ５０％軽減
限る

※ 令和６年度までに新規登録されたものに限る。

※１ ガソリン車及びＬＰＧ車は、平成１７年排出ガス基準７５％低減達成車又は

平成３０年排出ガス基準５０％低減達成車（★★★★）に限る。

※２ 営業用の乗用車、営業用の特種用途車でｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ車、放送宣伝車、事務室車をいう。

○自動車税種別割が加算される自動車

新車新規登録後一定の年限（ガソリン車は１３年、ディーゼル車は１１年）が経過することと

なる自動車は、その翌年度分から現行の税額の概ね１５％が加算された額になります。

令和５年度に概ね１５％加算されている自動車は、平成２１年度以前に新車新規登録した

ガソリン車及びＬＰＧ車と、平成２３年度以前に新車新規登録したディーゼル車になります。

※１ 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリ

ット自動車、被けん引車、一般乗合用バスは対象外です。

※２ バス（一般乗合用を除く。）及びトラック（被けん引車を除く。）については、

現行の割合（概ね１０％加算）のまま据え置き。
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■身体障がい者等の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、

一定の要件に該当する場合には自動車税種別割及び自動車税環境性能割が減免されます。

※ 平成２２年４月１日以降に課税される自動車から、減免額に上限が設定されています。上限
額は４５，０００円までになります。

年税額が４５，０００円以下の場合は、全額減免になりますが、４５，０００円を超える場合は、
４５，０００円との差額分の納付をお願いいたします。

【納付額の例 】（令和元年９月３０日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車の場合）

【納付額の例 】（令和元年１０月１日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車の場合）

グリーン化税制により自動車税種別割の税率が軽減されている自動車については、
減免上限額は４５，０００円、自動車税種別割の税率が概ね１５％重くなっている自動車に
ついては、減免上限額は５１，７００円（４５，０００円の１５％増）になります。

◎自動車税種別割のグリーン化税制と減免上限額

２．５リットル以下  ４３，５００円まで　　 ４５，０００円まで　　 納付額なし（全額免除）

２．５リットル超３．０リットル以下  ５０，０００円 ４５，０００円 　５，０００円

３．０リットル超３．５リットル以下 ５７，０００円 ４５，０００円 　１２，０００円

３．５リットル超４．０リットル以下 ６５，５００円 ４５，０００円 　２０，５００円

４．０リットル超４．５リットル以下 ７５，５００円 ４５，０００円 　　３０，５００円

４．５リットル超６．０リットル以下 ８７，０００円 ４５，０００円 　　４２，０００円

６．０リットル超 １１０，０００円 ４５，０００円 　　６５，０００円

総排気量 年税額 減免になる額 納付していただく額

２．５リットル以下  ４５，０００円まで　　 ４５，０００円まで　　 納付額なし（全額免除）

２．５リットル超３．０リットル以下  ５１，０００円 ４５，０００円 　６，０００円

３．０リットル超３．５リットル以下 ５８，０００円 ４５，０００円 　１３，０００円

３．５リットル超４．０リットル以下 ６６，５００円 ４５，０００円 　２１，５００円

４．０リットル超４．５リットル以下 ７６，５００円 ４５，０００円 　３１，５００円

４．５リットル超６．０リットル以下 ８８，０００円 ４５，０００円 　　４３，０００円

６．０リットル超 １１１，０００円 ４５，０００円 　　６６，０００円

総排気量 年税額 減免になる額 納付していただく額

２．５リットル以下  ５１，７００円まで　　 ５１，７００円まで　　 納付額なし（全額免除）

２．５リットル超３．０リットル以下  ５８，６００円 ５１，７００円 　６，９００円

３．０リットル超３．５リットル以下 ６６，７００円 ５１，７００円 　１５，０００円

３．５リットル超４．０リットル以下 ７６，４００円 ５１，７００円 　２４，７００円

４．０リットル超４．５リットル以下 ８７，９００円 ５１，７００円 　３６，２００円

４．５リットル超６．０リットル以下 １０１，２００円 ５１，７００円 　　４９，５００円

６．０リットル超 １２７，６００円 ５１，７００円 　　７５，９００円

総排気量 15％増の年税額 減免になる額 納付していただく額
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自動車を新規登録した場合の当該年度の自動車税種別割（登録の翌月から３月までの月数

分）の減免上限額は、４５，０００円の月割額（１００円未満の端数は切り上げ）となります。

例えば、令和５年１１月に新規登録する場合、４５，０００円の４か月分である１５，０００円が

減免上限額となります。

◇総排気量２．５リットル超３リットル以下の自家用乗用車を令和５年１１月に新車新規登録する場合

申告と納税■
１ 申 告

自動車の購入、廃車、登録事項の変更等をしたときは、その都度、申告書を提出します。

２ 納 税

４月１日現在で宮崎運輸支局に登録されている自動車については、５月上旬に県から送付さ

れる納税通知書により、５月末日までに納めます。

ただし、４月１日以後に新規登録をした場合は、登録のときに月割で納めます。

登録月の翌月から３月までの月数
月割課税の場合の税額＝年税額×

１２

税金の還付■
自動車税種別割は４月１日現在で自動車を所有又は使用している人に課税されますので、抹

消登録をされた場合は、当該年度分として納付のあった自動車税種別割のうち、月割により減額

された自動車税種別割が還付されます。

平成２７年４月から

登録自動車については、車検時の自動車税

種別割納税証明書の提示を省略できます。
ただし、以下の方は納税証明書の提示が必要です。

○軽自動車、小型二輪自動車の継続検査を受けられる方

○金融機関、コンビニ、クレジットカード等で自動車税種別割を納付後、すぐに継続検査

を受けられる方

※納付方法により、納税データが反映されるのに相当の日数（最大４週間程度）かかります。

※クレジットカードで納付された方は、県税・総務事務所窓口で納税証明書を発行します。

◎新規登録をした場合の月割税額の減免上限

－ ＝
自動車税種別割の月割額（４か月分）

１６，６００円

減免額（４か月分）

１５，０００円

納付していただく額

１，６００円
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「名義変更」、「住所変更」、「抹消登録」はお早めに

自動車税種別割は、毎年４月１日現在で宮崎運輸支局に自動車を登録されている方に課税さ
れます。次のようなときには、必ず登録の変更をしてください。

１ 引っ越しをしたとき
引っ越しをして住所が変わったときには、宮崎運輸支局で「住所変更」の手続をしてください。
住民票の住所を変更しても、車検証の住所は変更になりませんので、手続がされないと納税

通知書が届かないことがあります。
なお、他県から転入されたときには、本県ナンバーへの変更が必要です。
※平成１８年度から県間を超えて移転登録をした場合の月割課税・還付は廃止されました。

２ 自動車を他人に譲渡したとき（下取りに出したとき）
自動車を他人に譲渡したり、下取りに出したときには、必ず宮崎運輸支局で「名義変更」の手

続をしてください。
既に持っていない自動車であっても、「名義変更」の手続がされず、名義がそのままである
と、自動車税種別割が課税されます。

３ 事故などにより、自動車が使用不能になったとき
事故などにより自動車が使用不能になったとき、又は自動車を解体したときには、宮崎運輸

支局で「抹消登録」の手続をしてください。
実際に使用されていない自動車であっても、運輸支局の登録がそのままであると、自動車税

種別割が課税されます。
また、「抹消登録」をしますと、当該年度分として納付のあった自動車税種別割のうち、その

翌月から年度末までの月割により減額された自動車税種別割が還付されます。

※ これらの手続を他人に依頼したときには、手続が確かに済んでいるかを必ず車検証な
どで確認しましょう。

「住所変更」、「名義変更」、「抹消登録」の手続方法については、下記のテレホンサービ
スにお問い合わせください。

自動車税種別割は、スマートフォン決済アプリ
や、インターネットを使ってクレジットカードで
納税できます。

・スマートフォン決済はアプリによって利用できる時間が異なります。
・クレジットカード納付は、パソコン・スマートフォン等から２４時間いつでも納付できます。
詳しくは、県税務課、県税・総務事務所へお問い合わせください。

宮崎運輸支局テレホンサービス
（〒８８０－０９２５）宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾２７３５－３

TEL（０５０）５５４０－２０８８

口座振替による納税もできます。
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軽油引取税

この税は、バスやトラックなどの燃料である軽油の引取りに対して課税されるもので、消費者な
どが軽油を引き取る際には、購入価格の中に含まれています。

■納める人
原則として特約業者又は元売業者から軽油を引き取った人が、特約業者又は元売業者を通じ

て納めます。

元売・特約業者 宮崎県税・総務事務所
申告・納税

（軽油引取軽 代

税を含む）油 金

軽 油

小 売 業 者 消 費 者
代 金

（軽油引取税を含む）

元売業者とは･･･軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者、軽油を
販売することを業とする者のうち、総務大臣の指定を受けた者

特約業者とは･･･元売業者と契約して軽油を販売することを業とする者のうち、都道府県知事が
指定した者

■納める額
【税 率】軽油１キロリットルにつき ３２，１００円（１リットルにつき ３２．１円）
【本則税率】軽油１キロリットルにつき １５，０００円（１リットルにつき １５円）

基本的には、軽油１キロリットルにつき３２，１００円の税率で課税されますが、ガソリン価格の
高騰が続く場合は、軽油１キロリットルにつき１５，０００円の本則税率で課税されることがありま
す。本則税率で課税されている場合にガソリン価格の安価が続くと、再び、軽油１キロリットルに
つき３２，１００円の税率で課税されることがあります。

※揮発油高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置（いわゆる「トリガー条項」）は、東日

本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し、別に法律で定める日までの間、その適用が停止されています。

■免税
エチレンその他の石油化学製品の製造や、船舶・農業・林業用機械の動力源など、法令で定

められた特定の用途に使用する軽油の引き取り（購入）は、一定の要件を満たし、免税の手続き
を行った場合、軽油引取税の課税が免除されます。

令和６年なお、免税制度は、エチレンその他の石油化学製品の製造以外の用途については、
．．．．．

となっています。３月３１日まで

【免税の手続き】

①免税軽油使用者証の交付申請
県 最 免 い 免
税 寄 ②免税軽油使用者証の交付 税 免税証の引渡し る 税
・ り 軽 軽 証
総 の ③免税証の交付申請 油 油 に
務 使 免税軽油の引取 の 記
事 ④免税証の交付 用 販 載
務 者 売 さ
所 ⑤免税軽油の引取に係る報告書の提出 業 れ

者 て
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■申告と納税
元売業者又は特約業者が、軽油の納入地の所在する都道府県に、毎月分を翌月末日までに

申告し、納めます。

ただし、元売業者・特約業者以外の者が軽油を輸入した場合は、その輸入許可のときまでに

申告して納めます。

■混和軽油の販売などに対する課税
軽油に重油や灯油、ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）などを混ぜた混和軽油等を販売・消費した

場合や、重油や灯油などを自動車の燃料として販売・消費した場合は、販売・消費した人に、その

販売量や消費量に対して軽油引取税が課税されます。

軽油に重油や灯油等を混ぜるときや、重油や灯油等を自動車燃料として販売・消費する場合に

は、事前に承認が必要です。

これらの承認を受けなかった場合は、軽油に灯油等を混ぜた混和軽油等や自動車の燃料とし

て販売・消費した灯油等の中に課税済みの軽油等が含まれていた場合でも、その全量が課税対

象となります。

なお、軽油に重油や灯油等を混和した場合の識別を容易にするため、灯油及び重油にはあら

かじめ識別剤が添加されています。

■不正軽油に関する罰則
環境汚染や不法投棄など様々な被害のもととなる不正軽油は、悪質な脱税行為であり、かつ

重大な犯罪行為です。不正軽油に関わった場合には、重い罰則が適用されます。

行 為 内 容 罰 則

不正軽油製造者への材料、薬 ７年以下の懲役若しくは７００万円以下の罰金又は併科

品等の提供・運搬 （法人の場合２億円以下の罰金）

不正軽油の製造 １０年以下の懲役若しくは１，０００万円以下の罰金又は併科

（法人の場合３億円以下の罰金）

軽油引取税の脱税 １０年以下の懲役若しくは１，０００万円以下の罰金又は併科

脱税額が１，０００万円を超える場合には、脱税額以下の額

不正軽油の運搬・保管、購入・ ３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰金又は併科

販売 （法人の場合１億円以下の罰金）

不正軽油は

作らない 売らない 買わない 使わない
を実践しよう。

軽油は県内で買いましょう
軽油引取税は、軽油の納入地の所在する都道府県の収入となります。
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県たばこ税

この税は、ＪＴ（日本たばこ産業株式会社）などが県内のたばこ小売店にたばこを売り渡すときに

課税されるもので、みなさんがたばこを購入するときにその代金の中に含まれています。

■納める人
１ 製造たばこの製造者（ＪＴ：日本たばこ産業株式会社）

２ 特定販売業者（外国たばこ輸入業者）

３ 卸売販売業者

■納める額
１，０００本につき１，０７０円

■申告と納税
ＪＴ（日本たばこ産業株式会社）などが、毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告し、納めます。

【県たばこ税のイメージ（１箱５８０円の場合）】

１箱（２０本入り）５８０円に課されている税金は、３５７．６１円（約６２％）となります。

そのうち、県たばこ税は、２１．４０円（約４％）です。

原材料 ・利潤等 ２２２．３９円

国 た ば こ 税 １３６．０４円

た ば こ 特 別 税 １６．４０円

県 た ば こ 税 ２１．４０円 税負担合計

３５７．６１円

市町村たばこ税 １３１．０４円 （約６２％）

消費税・地方消費税 ５２．７３円

たばこは県内で買いましょう
たばこ税は、たばこを買われたお店のある県と市町村の収入となります。
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ゴルフ場利用税

この税は、ゴルフ場の利用に対して課税されるものです。

■納める人
ゴルフ場を利用した人が、そのゴルフ場の経営者を通じて納めます。

■納める額
ゴルフ場の利用者１人１日につき、ゴルフ場の等級によって、下記の表のように決められていま

す。等級は、ゴルフ場の利用料金とホール数を基準にしてゴルフ場ごとに県が決定します。

等級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

税率 円 円 円 円 円 円 円 円 円1,200 1,080 960 800 640 560 480 320 240

※ゴルフ場とは

ホールの数が１８ホール以上であり、かつ、コースの

総延長をホールの数で除して得た数値（以下「ホー

ルの平均距離」という。）が、１００ 以上の施設（当m
該施設の総面積が１０万㎡未満のものを除く。）及び

ホールの数が１８ホール未満であっても、ホールの数

が９ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離がお

おむね１５０ 以上の施設をいいます。m

■非課税
次の利用者については、ゴルフ場利用税が課税されません（申告書や証明書の提出等が必要

です。）。

１ １８歳未満の方が利用する場合

２ ７０歳以上の方が利用する場合

３ 障がい者の方が利用する場合

４ 国民スポーツ大会・国民スポーツ大会予選会（公式練習を含む）に参加する選手が当該大会

のゴルフ競技として利用する場合

５ 学生、生徒及び引率する教員が利用する場合

（保健体育の実技又は公認の課外活動の利用に限る）

６ 地方税法附則第 条の２に規定する国際競技大会（公式練習を含む）に参加する選手が利12
用する場合

※次の場合には、税率が軽減されているゴルフ場もあります。

１ ６５歳以上７０歳未満の方が利用する場合

２ 国民スポーツ大会及び同予選会に準じて取り扱う競技会のために利用する場合

３ 早朝又は薄暮に利用する場合

■申告と納税
ゴルフ場の経営者が、毎月分を翌月１５日までに申告し、納めます。

■市町村への交付
県に納められたゴルフ場利用税の７０％は、そのゴルフ場の所在する市町村に交付されます。
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地方消費税

この税は、地方分権の推進、地方福祉の充実などのために地方財源の充実を図る目的で創設

されたもので、平成９年４月１日から実施されています。

資産の譲渡（商品を販売する取引等）や役務の提供（サービス取引等）などの国内取引や輸入

取引に課税され、その税額は、商品やサービスの価格に転嫁されて、最終的には消費者に負担

を求めることになります。

■納める人
○国内取引（譲渡割）･･･商品の販売、サービスの提供を行った事業者

○輸入取引（貨物割）･･･輸入貨物を保税地域から引き取る者

※保税地域とは、外国から日本に運び込んだ貨物を置いていても、関税（国税）の支払が猶予

される場所です。

■納める額
国に納める消費税額の２２／７８ （消費税率換算では下表のとおり）

平成 年 月 日まで 平成 年 月 日から 令和元年 月 日から区 分 26 3 31 26 4 1 10 1

消費税（国税） ４％ ６．３％ ７．８％（６．２４％）

地方消費税（県税） １％ １．７％ ２．２％（１．７６％）

合 計 ５％ ８％ １０％（８％）

※国や地方における社会保障の充実・安定化と財政の健全化を図るため、令和元年１０

月１日から税率が引き上げられました。税率引き上げによる増収分は、年金・医療・介護・

少子化対策といった社会保障の充実・安定化のための経費として使用されます。

※（ ）内は軽減税率です。酒類・外食を除く飲食料品や、定期購読契約を締結した週２回

以上発行される新聞の譲渡には、軽減税率が適用されます。

■非課税
消費税（国税）が課税されない次の場合には、地方消費税も課税されません。

○土地の売買や預貯金の利子など、本来消費税の性格になじまないもの。

○一定の学校の授業料や一定の社会福祉事業、社会保険医療など特別に政策的な配慮が必

要とされているもの。

■申告と納税
○国内取引に係る地方消費税（譲渡割）は、当分の間、消費税と併せて国（税務署）に申告し、納

付します。

○輸入取引に係る地方消費税（貨物割）は、消費税と併せて国（税関）に申告し、納付します。

■都道府県間の清算
消費者の方に負担していただいた地方消費税は、各都道府県の消費に関連する指標（商業

統計の小売年間販売額、経済センサス活動調査のサービス業対個人事業収入額、国勢調査の

人口）により各都道府県間で清算され、消費地の都道府県の収入となるよう調整を行います。

■市町村への交付
都道府県間清算後、その額の２分の１が人口及び従業者数に応じて市町村に交付されます。
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1,100 

(C)-(B) 

2,340 

(A) 

3,900 

(B)-(A) 

1,560 

1/2 

(ハ)-(ロ) 

660 

■地方消費税のしくみ（例）   地方消費税        消費税               

 

    Ｘ県          Ｙ県         宮崎県 

 

 

 

 

    

  

  

                         

 

 

  

 

 

 

※上記の金額は売上額及び税額の集計額です。 

 

 

 

○都道府県間の清算の基準             ○市町村に対する交付の基準 

 

（商業統計等を用いた消費基準による清算） 

売上 50,000 → 

（A）消費税（7.8%） 

3,900 

（イ）地方消費税

（2.2%） 

1,100 

（ロ）地方消費税

（2.2%） 

1,540 

（ハ）地方消費税

（2.2%） 

2,200 

440 1,100 

660 

売上 100,000→ 

（C）消費税（7.8%） 

7,800 

製造業者 卸売業者 小売業者 消 費 者

Ｘ県 Y 県 

宮崎県 

国 

県内 

市町村 

税務署 税務署 税務署 

消費税収 

7,800 

指標 ウエイト 

「人口（国勢調査）」 ５０％ 

「従業者数（経済センサス基礎調査）」 ５０％ 

※引き上げ分の交付金は、社会保障財源化されるこ

とを踏まえ、全額人口により按分して交付されます。 

指標 ウエイト 

「小売年間販売額（商業統計本調査）」

と「サービス業対個人事業収入額」（経

済センサス活動調査）の合算額 

５０％ 

「人口（国勢調査）」 ５０％ 

 

（単位：円） 

(ロ)-(イ) 

440 

売上 70,000 → 

（B）消費税（7.8%） 

5,460 
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鉱 区 税

この税は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利（鉱業権）を与えられていることに対する負担

として課税されるものです。

■納める人
県内に鉱区を持っている鉱業権者

■納める額
区 分 税 率

石油又は可燃性天然ガスを

試掘鉱区 目的とする鉱区

その他 面積１００アールごとに 年額２００円

石油又は可燃性天然ガスを

採掘鉱区 目的とする鉱区

その他 面積１００アールごとに 年額４００円

砂 鉱 区 砂鉱を目的とする鉱区 面積１００アールごとに 年額２００円

■申告と納税
１ 申 告

鉱業権の取得、消滅又は変更のあった日から７日以内に申告が必要です。

２ 納 税

県税・総務事務所から送付される納税通知書により、５月２１日から５月末日までの間に納

めます。

面積１００アールごとに 年額２００円×２／３

面積１００アールごとに 年額４００円×２／３
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狩 猟 税

この税は、狩猟のできる資格を得た人が狩猟者の登録を受けるときに課税されるもので、鳥獣

の保護・管理や狩猟に関する行政の費用に充てられる目的税です。

■納める人
狩猟者の登録を受ける人

■納める額
狩猟免許の種類 区 分 税 額

第一種銃猟 県民税の所得割額を納める人 １６，５００円

（空気銃以外の銃器） 県民税の所得割額を納めなくてもよい人（注） １１，０００円

県民税の所得割額を納める人 ８，２００円

県民税の所得割額を納めなくてもよい人（注） ５，５００円

第二種銃猟

（空気銃）

（注）県民税の所得割額を納める人の同一生計配偶者又は扶養親族で、農林水産業に従事

する人を含みます。

■軽減措置等
（１） 次の場合には、狩猟税が課税されません（狩猟税の申告は必要）。

○市町村から対象鳥獣捕獲員に任命された人

○県から認定を受けた認定鳥獣捕獲等事業者の従事者で、狩猟者登録の申請１年以内に

本県で捕獲等の実績がある人

（２） 次の場合には、狩猟税の税額が１／２となります。

○狩猟者登録の申請前１年以内に本県で鳥獣保護管理法による許可を受け、当該許可に

係る捕獲等を行った人（その従事者を含む）

（３） 次の場合には、当年度の狩猟税が減免されます。

○生活保護(生活扶助)を受けている人

※ 軽減等の適用を受けるには、証明書等が必要となります。

詳しくは県税・総務事務所にお問い合わせください。

■申告と納税
狩猟者の登録を受けるときに、申告書に県の収入証紙を貼って納めます。

網猟・わな猟

－ ５，５００円
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産業廃棄物税

この税は、循環型社会の形成に向けて、産業廃棄物の排出規制やリサイクルを促進するため、

平成１７年４月１日に九州各県が一斉に導入した目的税です。

税収は、産業廃棄物のリサイクル技術開発の支援、適正処理の推進のための費用などに充て

られます。

■納める人
県内の焼却施設又は最終処分場に産業廃棄物を搬入する事業者（産業廃棄物の排出事業者

・中間処理業者）です。

■納める額
搬入される産業廃棄物の重量に応じて課税されます。

１ 焼却施設への搬入 １トン当たり ８００円

２ 最終処分場への搬入 １トン当たり １，０００円

■申告と納税
１ 産業廃棄物の処理を委託する場合

産業廃棄物の焼却処理業者・最終処分業者（特別徴収義務者）を通じて納めます。

特別徴収義務者は、産業廃棄物の排出事業者・中間処理業者から税を預かり、３か月ご

とに県税・総務事務所に申告し、納めます。

２ 産業廃棄物の自己処理を行う場合

産業廃棄物を自ら設置する焼却施設又は最終処分場へ搬入する事業者が、３か月ごとに

県税・総務事務所に申告・納税します。

産業廃棄物が搬入された期間 申告・納税の期限

１月１日～ ３月３１日 ４月３０日

４月１日～ ６月３０日 ７月３１日

７月１日～ ９月３０日 １０月３１日

１０月１日～１２月３１日 翌年の１月３１日
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■産業廃棄物税のしくみ

産業廃棄物を排出する事業者（納税義務者）

課税

（注）８００円／トン 課税対象外

リサイクルへ中間処理業者 その他の課税

８００円／トン （課税対象外）（焼却） 中間処理業者

【特別徴収義務者及び納税 （破砕等）

義務者】 【納税義務者】

例：特定建設

資材になる課税 課税 課税

木くず、１，０００円／トン １，０００円／トン １，０００円／トン

がれき類

最終処分業者（特別徴収義務者）

申告納入 申告納入

県

※ 中間処理業者とは、事業者から委託を受け、産業廃棄物の焼却、破砕等の処理をするものをい

います。

※ 最終処分業者とは、事業者から委託を受け、産業廃棄物の埋立処分をする者をいいます。

※ 特別徴収義務者とは、納税義務者から税を徴収し、県に納入する義務を負うものをいいます。

（焼却処理を行う中間処理業者及び最終処分業者になります。）

（注）破砕処理等を行う中間処理業者に処理を委託した場合、

破砕処理等の中間処理をした後に、その一部が焼却施設

又は最終処分場に搬入されたときは、その時点で課税されます。
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宮 崎 県 森 林 環 境 税

この税は、県土の保全、水源のかん養など県民が享受している森林の有する公益的な機能の

重要性にかんがみ、県及び県民等が協働して取り組む森林環境の保全に関する施策の費用に

充てるため、平成１８年４月１日に導入したものです。

課税方式は、県民税均等割超過課税方式（法定普通税）です。

■納める人
（１）個人の場合

毎年１月１日現在で

・県内に住所のある人

・県内に事務所、事業所又は別荘などの家屋敷を持っている人で、その所在する市町村に

住所のない人

（２）法人の場合

・県内に事業所（本店・支店・工場など）がある法人（法人格のない社団又は財団で収益事業

を行っており、代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）

・県内に事業所はないが、寮、宿泊所・クラブなどを持っている法人

■納める額
（１）個人の場合 年額５００円

（２）法人の場合 均等割額の５％相当額

森林環境税導入後の均等割額資本金等の額 従来の均等割額 森林環境税

① ② ③＝①＋②

８４０，０００円５０億円超 ８００，０００円 ４０，０００円

５６７，０００円１０億円超～５０億円 ５４０，０００円 ２７，０００円

１３６，５００円１億円超～１０億円 １３０，０００円 ６，５００円

５２，５００円１千万円超～１億円 ５０，０００円 ２，５００円

２１，０００円１千万円以下 ２０，０００円 １，０００円

■非課税
個人の場合、次の人には課税されません。

○生活保護法による生活扶助を受けている人

○障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が１３５万円以下の人

○前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下であることにより均等割を課する

ことができない人
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■納税
（１）個人の場合

県民税均等割に加算して、住民税として市町村に納めます。

給与所得者の方は、給与支払者が給料から、年金所得者の方は、年金保険者が年金か

ら差し引いて納めます。

また、個人事業者等の方は、市町村から送付される納税通知書で市町村民税とあわせて

納めます。

（２）法人の場合

均等割額に加算して県税・総務事務所に申告納付します。

■税収の用途
以下のような施策のために活用します。

①県民の理解と参画による森林（もり）づくり

ア 森林ボランティア等の森林（もり）づくり活動の支援

イ 企業の森づくり支援等

②多面的機能を発揮する豊かな森林（もり）づくり

ア 公益上重要な水源地域等における広葉樹の植栽

イ 荒廃した渓流の流木流出防止対策

ウ 公益上重要な森林の速やかな再造林等

③森林を守り育む次代の人づくり

ア 学校等への森林環境教育指導者派遣

イ みどりの少年団活動の支援等

■課税期間
課税の期間は以下のとおりです。

（１） 個人の場合 平成１８年度分から令和７年度分まで

（２） 法人の場合 平成１８年４月１日から令和８年３月３１日までの間に開始する事業年度分
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延滞金・加算金

■延滞金
税金を納期限までに納めないときに、次に掲げる額が延滞金として加算されて徴収されます。

○納期限の翌日から１か月を経過する日まで

税額に「延滞金特例基準割合＋ １％」を乗じて計算した額（令和４年中は ％）2.4
○１か月を経過する日の翌月から納税の日まで

税額に「延滞金特例基準割合＋ 」を乗じて計算した額（令和４年中は ％）7.3% 8.7

延滞金特例基準割合＝国内銀行の貸出約定平均金利の平均（前々年９月～前年８月）＋１％）

※令和５年１月１日から令和５年１２月３１日までの間の延滞金特例基準割合は ％となっています。1.4

○ただし、延滞金の計算の基礎となる税額が２，０００円未満であるときは、延滞金はかかりません。

また、延滞金の計算の基礎となる税額に１，０００円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てて計算し

ます。

○算出された延滞金に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

また、延滞金の金額が１，０００円未満であるときは、延滞金は徴収されません。

■加算金
利子割県民税、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税（特別法人事業税又は

地方法人特別税）、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性能割、軽油引取税及び産業

廃棄物税について、事実より少なく申告したり、申告しなかったり、また、税を免れようとした場合

に徴収されます。

○過少申告加算金
期限内に申告をした場合で、その申告額が実際よりも少なかったため、後日正しい額に訂正

したり（修正申告）、訂正された（更正）場合にかかります。

納める額：訂正により増加した税額の１０％

なお、訂正により増加した税額が、期限内に申告した税額又は５０万円のいずれか多い額を

超える場合には、その超える部分の税額の５％を更に加算します。

○不申告加算金
期限後に申告をした場合又は申告しなかった場合にかかります。

（５０万円を超える部分は２０％。令和６年１月１日から、３００万円を超える部分は３０％）納める額：納める税額の１５％

ただし、決定（申告がないため、県が調査により税額を決める）があることを予知しないで期

限後に申告した場合は５％です。

令和６年１月１日より、３年度分連続して期限後申告である場合に、当該３年度目の申告に

ついては１０％加算されます。

○重加算金
二重帳簿を作るなどして、故意に税を免れようとした場合にかかります。

この場合には過少申告加算金、不申告加算金はかかりません。

納める額：期限内に申告をしている場合・・・・・・・・・・・・・・免れようとした税額の３５％

期限後に申告をした場合

・・・・・・・・・・・・・・・納める税額の４０％
（ ）申告をしなかった場合 一部例外があります。
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納税の猶予・減免など

税金は、納期限までに納めなければなりませんが、納税者が災害により被害を受けた場合など
その実状により納税の猶予・減免などが認められることがあります。
なお、納税の猶予・減免を受けるためには、申請が必要です。

■納税の猶予
次の場合には、１年以内（事情によっては最長２年まで）の期間、納税が猶予されることがあり

ます。なお、猶予される金額が１００万円を超える場合等は、原則として担保が必要です。

１ 徴収の猶予
●本人の財産が災害（震災、風水害、火災など）や盗難にあったとき
●本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
●事業に大きな損失を受けたとき、又は事業を廃止（休止）したとき
などの理由により県税を一時に納付することができないと認められるとき

２ 換価の猶予
●県税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、
県税の納付について誠実な意思があると認められるとき

■納期限等の延長
災害などにより、期限までに申告や納付ができない場合は、期限が延長されます。
延長される期限は、災害などがやんだときから２か月以内です。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告や納付ができない場合は、所
管する県税・総務事務所に申請を行うことにより、個別の期限延長が認められる場合があ
ります。

■県税の減免（主なもの）
次の県税については、それぞれの理由に該当する場合には、減額又は免除されることがありま
す。

１ 個人事業税
（１） 災害により被害を受けたとき
（２） 生活保護法による生活扶助を受けているとき

２ 不動産取得税
（１） 災害により不動産に被害を受け、それに代わる不動産を被災後３年以内に取得したとき
（２） 取得した不動産がその取得直後に災害を受け、滅失又は損壊したとき

３ 自動車税環境性能割
障がい者についての条件は自動車税種別割と同じ。（Ｐ３１）

４ 自動車税種別割
（１） 天災などにより被害を受け、運行が不能になったとき
（２） 一定の級以上の身体に障がいのある方、戦傷病者、精神に障がいのある方又は知的障

がいのある方（以下「障がい者」といいます。）が所有する自動車又は障がい者と生計を一
にする者が所有する自動車で、次の要件に該当するとき（Ｐ３４）
ア 障がい者自らが運転するとき
イ 障がい者と生計を一にする者がもっぱら障がい者のために運転するとき

（３） 障がい者のみで構成される世帯に属する障がい者が所有する自動車で、当該障がい者
を常時介護する者が障がい者のために運転するとき（Ｐ３４）
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県税における救済制度

■更正の請求
法人県民税、利子割県民税、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税（特別法

人事業税又は地方法人特別税）、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性能割、軽油引

取税及び産業廃棄物税の申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したとき

は、法定納期限から５年以内（国の税務官署の更正があった場合など、特定の場合は、その理由

が生じた日の翌日から起算して２か月以内）に限り、更正の請求をすることができます。

■県税に対する不服申立て
県税の賦課、徴収などについて不服がある場合には、知事に対して「審査請求」をすることがで

きます。「審査請求」ができる期間は、原則としてその処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内です。

審査請求書はなるべく所轄の県税・総務事務所を経由して提出してください。

県税・総務事務所を経由

されるのが便利です

処分のあったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に

県税・総務事務所

知事に審査請求します 県 庁

知事から指名された審理員が、審理

のための事務手続を行います。処分

庁の弁明に対して反論を行うことが

できます。

審理の後、裁決書の謄本が送付されます
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